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利用される方に合わせて、各種ペー
ジをピックアップしていきます。

利用が多いコンテンツへのショー
トカットを配置しています。
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利用される方が「知りたいこと」
を内容から探す入口です。

支払基金

支払基金ホームページをご活用ください

「お知らせ」と「プレスリリース」を切
り替えて表示させることができます。

審査事務担当者と照会連絡先を
検索いただけます。
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西ノ島（島根県）

約180の島からなる隠岐諸島は地理
的に島

どう

前
ぜん

と島
どう

後
ご

に分けられますが、
西ノ島は生活や観光の拠点となる
島前地域を代表する島です。島の
西側に広がる国賀海岸には、日本
海による海食を受けたことで複雑
な形となった崖や岩が続きます。
その荒々しい海岸線とは対照的に、
崖の上では放牧が行われ、馬や牛
が悠然と草を食むのどかな光景が
広がります。
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現
在
の
再
審
査
処
理
状
況
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

　

保
険
者
か
ら
の
再
審
査
申
出
件
数
に

つ
い
て
は
、
近
年
、
健
保
組
合
が
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
に
伴
い
増
加
傾

向
に
あ
り
、
健
保
組
合
の
申
出
件
数
の

増
加
に
あ
わ
せ
て
支
払
基
金
の
処
理
件

数
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
申
出
件
数
は
増
加

し
て
い
る
も
の
の
査
定
と
な
る
件
数
は

大
き
く
増
加
し
て
お
ら
ず
、
審
査
の
結

果
、
査
定
と
な
ら
な
い
「
原
審
ど
お
り
」

と
な
る
件
数
の
増
加
が
顕
著
と
な
っ
て

い
ま
す
。（
図
表
１
）

　

ま
た
、
制
度
別
に
み
る
と
再
審
査
処

理
件
数
に
対
す
る
査
定
件
数
の
割
合
は
、

協
会
け
ん
ぽ
を
除
き
平
成
29
年
度
と
比

べ
て
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。（
図
表

２
）

　
支
払
基
金
で
は
、
原
審
査
の
審
査
決
定
に
対
し
て
、
保
険
者
又
は
医
療
機
関
が
再
度
の
審
査
を
申
出
た
も
の
に

対
す
る
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
診
療
内
容
に
対
す
る
保
険
者
か
ら
の
再
審
査
件
数
は
、
再
審
査
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
義
務
化
に
伴
い
増
加
傾

向
に
あ
り
、
支
払
基
金
の
業
務
処
理
そ
の
も
の
に
影
響
が
出
始
め
て
い
る
状
況
で
す
。

　
今
回
は
、
支
払
基
金
に
お
け
る
再
審
査
処
理
の
現
状
を
お
伝
え
し
ま
す
。

特集

保
険
者
再
審
査
請
求
の
現
状

保
険
者
か
ら
の
再
審
査
処
理
の
現
状
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図表１●制度別再審査の処理件数及び査定件数の推移【医科歯科計】

処理・査定件数再審査申出件数

月刊基金 September 20233



図表２●制度別再審査処理件数に対する査定件数の割合の推移【医科歯科計】　
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電
子
レ
セ
プ
ト
の
普
及
に
伴
い
、
保

険
者
等
で
の
レ
セ
プ
ト
の
チ
ェ
ッ
ク
は

容
易
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す

が
、
支
払
基
金
の
再
審
査
処
理
に
つ
い

て
は
、
1
件
ご
と
に
申
出
内
容
を
目
視

で
確
認
し
な
が
ら
処
理
を
進
め
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
再
審
査
処
理
に
お
い
て
は
、

査
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
保
険
者
か

ら
の
再
審
査
の
申
出
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ

審
査
結
果
を
付
け
る
必
要
が
あ
り
、
特

　

保
険
医
療
機
関
等
か
ら
提
出
さ
れ
た

レ
セ
プ
ト
は
、
職
員
に
よ
る
審
査
事
務

等
を
経
て
審
査
委
員
会
で
審
査
を
行
い
、

審
査
結
果
の
付
い
た
レ
セ
プ
ト
は
計
数

整
理
及
び
医
療
機
関
に
お
知
ら
せ
す
る

審
査
結
果
理
由
を
記
録
し
て
、
請
求
業

務
の
後
に
保
険
者
等
に
送
付
し
ま
す
。

保
険
者
等
に
送
付
し
た
レ
セ
プ
ト
の
な

か
で
請
求
内
容
に
疑
義
の
あ
る
レ
セ
プ

ト
に
つ
い
て
支
払
基
金
宛
て
に
再
審
査

申
出
が
な
さ
れ
ま
す
。

　

保
険
者
等
か
ら
の
レ
セ
プ
ト
の
診
療

内
容
に
対
す
る
再
審
査
及
び
突
合
再
審

査
に
つ
い
て
は
、
原
則
、
20
日
を
締
切

業
務
処
理
の
現
状

再
審
査
処
理
の
流
れ

に
「
原
審
ど
お
り
」
の
件
数
の
増
加
に

伴
い
、「
原
審
ど
お
り
」
の
審
査
結
果

を
記
録
す
る
処
理
時
間
も
増
加
し
て
い

ま
す
。

　

再
審
査
処
理
は
、
原
則
、
受
付
月
の

翌
々
月
に
精
算
す
る
サ
イ
ク
ル
と
な
る

よ
う
に
処
理
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
処
理
件
数
の
増
加
に
よ
り
原
審

査
に
係
る
処
理
時
間
か
ら
、
再
審
査
処

理
に
係
る
時
間
を
捻
出
し
て
い
る
の
が

現
状
で
す
。

と
し
て
支
払
基
金
に
申
出
さ
れ
ま
す
。

申
出
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
は
受
付
月
の
翌

月
初
旬
の
再
審
査
部
会
（
審
査
委
員

会
）
に
お
い
て
審
査
が
行
わ
れ
、
支
払

基
金
で
処
理
が
終
了
し
た
月
の
翌
月
10

日
に
再
審
査
の
処
理
が
終
了
し
た
レ
セ

プ
ト
と
再
審
査
等
結
果
通
知
書
等
が
保

険
者
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

再
審
査
処
理
の
特
筆
す
べ
き
点
と
し

て
、
申
出
に
対
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が

関
与
す
る
部
分
が
少
な
く
職
員
の
確
認

や
処
理
手
順
が
多
い
こ
と
、
申
出
１
件

１
件
に
対
し
て
審
査
結
果
を
付
す
必
要

が
あ
る
こ
と
で
審
査
委
員
、
職
員
共
に

多
く
の
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
、
保
険
者
等
か
ら
再
審
査
申

出
を
受
付
し
た
後
の
支
払
基
金
の
再
審

査
処
理
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。

　

再
審
査
レ
セ
プ
ト
は
、
申
出
さ
れ
た

内
容
を
職
員
が
確
認
し
、「
算
定
ル
ー

ル
に
関
す
る
も
の
」
と
「
医
学
的
な
判

断
が
必
要
な
も
の
」
に
分
類
し
（
処
理

区
分
分
類
）、
審
査
委
員
会
へ
の
提
出

に
必
要
な
準
備
を
行
っ
た
上
で
、
再
審

査
部
会
（
審
査
委
員
会
）
に
よ
る
審
査

を
行
い
ま
す
。
審
査
が
終
了
し
た
レ
セ

プ
ト
は
、
審
査
結
果
の
確
認
及
び
計
数

整
理
等
の
職
員
に
よ
る
審
査
後
事
務
を

月刊基金 September 20235



図表３●再審査処理フロー（診療内容・突合再審査）

職員

職員

センター（審査事務担当者）事務局（調整業務担当者） 事務局
（調整業務
担当者）

・限られた処理日数の中で、原審査時には発生しない処理を含めて実施しなければならない
・原審査と違い、コンピュータが関与する部分が少なく、人手が必要
・再審査申出１件１件に対して審査結果理由の記載が必要なため、時間を要する

再審査部会

審査委員
【参考：再審査処理日程】

原審査と違い、短期間に
処理が輻輳する

再審査処理フロー（用語）

処理区分分類
・申出内容に応じて審査委員会から付託されている職員で処理
可能な算定ルールに関する申出と医学的な判断が必要とされ
る審査委員会上程分とに分類する作業
審査前事務
・再審査事務付箋の貼付（審査委員がスムーズに審査を実施す
るための、再審査申出された診療行為への目印付け）
・審査委員会から付託されている職員で処理が可能な算定ルー
ルに関する申出に対する審査結果入力等の処理
審査前事務確認
・審査前事務における再審査事務付箋の貼付が適切であるかの
確認作業
・処理区分分類の結果、審査委員会（再審査部会）への上程が
適切であるか（医学的な判断が必要であるか）の確認作業

審査委員割振決定
・審査委員へのレセプト割振り作業と決定
審査委員会（再審査部会）
・医学的な判断が必要とされる再審査申出の審査
審査結果確認
・審査委員会（再審査部会）終了後の計数整理、審査結果入力
等の処理
審査後事務
・申出結果の確認及び登録、責別区分の確認、再々審査の防止
のための内容確認
処理結果確定
・再審査処理の結果確定

6月刊基金  September 2023



　

再
審
査
処
理
の
中
で
苦
慮
し
て
い
る

点
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
処
理
区
分
分
類
で
す
が
、
申

出
内
容
を
１
件
１
件
確
認
の
上
、
告

示
・
通
知
に
基
づ
く
申
出
、
審
査
委
員

会
か
ら
付
託
さ
れ
て
い
る
職
員
で
処
理

が
可
能
な
算
定
ル
ー
ル
に
関
す
る
再
審

査
申
出
と
審
査
委
員
会
に
提
出
す
る
医

学
的
な
判
断
が
必
要
な
レ
セ
プ
ト
と
に

分
類
す
る
作
業
を
実
施
し
ま
す
。（
図
表

４
）
そ
の
過
程
で
、
再
審
査
の
事
由
と

な
る
保
険
者
か
ら
の
申
出
内
容
が
曖
昧

な
場
合
や
疑
義
対
象
が
分
か
り
づ
ら
い

場
合
は
、
レ
セ
プ
ト
に
記
載
さ
れ
て
い

る
ど
の
病
名
、
診
療
行
為
を
対
象
と
し

た
申
出
で
あ
る
か
、
審
査
の
際
に
審
査

委
員
に
申
出
の
真
意
を
理
解
し
て
い
た

だ
く
た
め
に
申
出
の
趣
旨
を
読
解
す
る

た
め
の
時
間
を
要
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
申
出
の
根
拠
と
し
て
専
門

的
な
文
献
（
学
会
の
論
文
、
診
療
科
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
等
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る

場
合
は
そ
の
確
認
、
原
審
査
時
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
の
有
無
な
ど
を
調

べ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
原
審
査
時
に
審

査
委
員
が
ど
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
か

審
査
結
果
に
至
る
過
程
を
確
認
す
る
時

間
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
審
査
委
員
会

の
審
査
を
終
了
し
た
レ
セ
プ
ト
に
つ
い

て
は
、
審
査
委
員
ま
た
は
職
員
が
保
険

者
等
に
理
解
の
得
ら
れ
る
よ
う
「
原
審

ど
お
り
」、「
査
定
」
の
い
ず
れ
に
つ
い

て
も
明
確
な
結
果
理
由
を
１
件
1
件
記

載
し
ま
す
。

　

な
お
、
再
々
審
査
の
申
出
を
防
止
す

る
た
め
、
審
査
結
果
が
「
原
審
ど
お

り
」
の
場
合
は
審
査
結
果
及
び
当
該
理

由
の
記
載
に
つ
い
て
複
数
の
職
員
で

チ
ェ
ッ
ク
（
確
認
）
を
行
い
、
見
落
と

し
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

再
審
査
処
理
に
お
い
て
苦
慮
し
て
い
る
点

経
て
処
理
を
確
定
し
て
い
ま
す
。（
図
表

３
）（
※
診
療
内
容
及
び
突
合
再
審
査

の
申
出
の
場
合
で
あ
り
、
資
格
関
係
の

申
出
に
つ
い
て
は
通
常
翌
月
初
旬
に
は

医
療
機
関
へ
返
戻
さ
れ
る
た
め
、
こ
の

限
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

参
考　

原
審
査
で
は
医
療
機
関
か

ら
の
レ
セ
プ
ト
提
出
後
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
チ
ェ
ッ

ク
や
レ
セ
プ
ト
振
り
分
け
等

が
行
わ
れ
た
後
、
職
員
が
審

査
事
務
を
実
施
し
、
審
査
委

員
会
で
の
審
査
決
定
後
、
保

険
者
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

月刊基金 September 20237



図表４●処理区分分類

【処理区分分類における再審査申出表示画面】

再審査申出内容ごとに処理工程の分類が必要
 ・申出内容を一つひとつ確認の上、職員で処理が可能な算定ルール分と医学的な判断が必要な審査委員会確認分に分類

する作業を実施している。（コンピュータチェックがかかるわけではないのですべて確認が必要）
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図表５●申出内容が途中で切れており、申出内容が不明な事例

　

再
審
査
の
処
理
を
進
め
て
い
く
上
で

特
に
処
理
に
苦
慮
し
て
い
る
の
が
、
申

出
内
容
の
文
言
が
全
て
記
載
さ
れ
て
い

な
い
た
め
、
申
出
理
由
が
不
明
な
場
合

や
、
既
に
厚
生
労
働
省
か
ら
事
務
連
絡

等
に
よ
り
連
絡
さ
れ
て
い
る
内
容
の
申

出
が
さ
れ
て
い
る
場
合
で
、
そ
れ
に
対

す
る
審
査
結
果
を
わ
か
り
易
く
説
明
し
、

再
度
の
申
出
が
さ
れ
な
い
よ
う
注
意
を

払
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
保
険
者
等
か
ら
申
出
さ
れ
た

事
例
に
対
し
、
審
査
結
果
に
少
し
で
も

納
得
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
分
か
り
易

い
表
現
に
努
め
、
申
出
に
対
す
る
理
由

と
し
て
齟
齬
が
な
い
か
複
数
の
職
員
に

よ
り
確
認
作
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

同
じ
保
険
者
等
か
ら
同
じ
再
審
査
申

出
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
1
件

1
件
に
審
査
結
果
理
由
を
記
録
し
、
一

律
に
同
様
の
申
出
が
多
数
さ
れ
た
場
合

で
あ
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
審
査
結
果
理

由
を
記
録
し
て
い
ま
す
が
、「
原
審
ど
お

り
」
と
な
っ
た
再
審
査
レ
セ
プ
ト
の
中

に
は
、
厚
生
労
働
省
の
告
示
・
通
知
か

ら
明
ら
か
に
算
定
可
能
な
も
の
も
あ
り

ま
す
。（
図
表
５
～
７
）

【再審査申出に対して原審どおり理由を記載した事例】

クレアチニン検査については、尿と血液を検体と
するものと蛋白質とクレアチニンの比を試験紙測
定する場合があります。
本事例については「クレアチニン（尿）」と請求さ
れていることから、Ｄ００１　尿中特殊物質定性
定量検査の留意事項通知⑽と異なり、Ｄ００７
　血液化学検査　１　クレアチニン　検査の尿
検体における実施であり、生化学検査（Ⅰ）判断
料は妥当と判断いたします。

文章が途中までの記載となっている

⬆

!

職員・審査委員

事例の申出内容に記載されている文言は、文章が途中までの記載となっているが、保険者の申出と
齟齬がないように慎重に審査結果を確認し、保険者に対しわかり易い結果理由を記載しています。

月刊基金 September 20239



図表６●告示・通知に示されている申出①

図表７●告示・通知に示されている申出②

【再審査申出に対して原審どおり理由を記載した事例】

本症例については 02傷病の初診（当月開始）時に処置を行い、
診察の結果、抗菌薬を使用しなかったものであり、算定要件
に該当し原審どおりといたします。

職員・審査委員

【再審査申出に対して原審どおり理由を記載した事例】

本事例の日立フィルムTX－３５は、細隙灯顕微鏡
検査（前眼部）において使用したものと考えられま
す。本検査の告示の注に「使用したフィルムの費用と
して、購入単価を10で除して得た点数を所定点数に
加算する。」と定められているため、本検査の算定は
妥当です。

!

職員・審査委員

!

次の事例は、保険者からの申出は明確であるものの、当該診療行為の治療経過、当該加算に関する厚生
労働省の留意事項通知から判断して算定可能であるため、請求内容を確認していただきたい事例です。

次の事例も、告示に示されており、請求内容から原審どおりとなる事例で、審査結果について
も告示内容を記載し、保険者にご理解いただけるように心がけています。

10月刊基金  September 2023



　

先
ほ
ど
紹
介
し
た
事
例
（
図
表
５
〜

７
）
な
ど
も
再
審
査
申
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
再
審
査
を
申
出
さ
れ
る
際
に
は
レ

セ
プ
ト
内
容
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
、

審
査
委
員
及
び
職
員
に
対
し
て
申
出
理

由
（
疑
問
点
）
が
明
確
に
分
か
る
よ
う

に
申
出
内
容
を
記
録
し
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
既
に
厚
生
労
働
省
か
ら
告

示
・
通
知
や
疑
義
解
釈
な
ど
の
事
務
連

絡
で
示
さ
れ
て
い
る
「
原
審
ど
お
り
」

と
な
る
内
容
を
再
審
査
申
出
さ
れ
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
事
前

に
同
様
の
事
例
に
対
し
原
審
ど
お
り
の

結
果
及
び
結
果
理
由
を
お
知
ら
せ
し
て

い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

　

再
審
査
を
申
出
さ
れ
た
場
合
は
、
審

査
結
果
及
び
審
査
結
果
理
由
を
ご
覧
い

た
だ
き
、
今
後
請
求
さ
れ
る
再
審
査
申

出
の
参
考
と
し
て
い
た
だ
き
、「
原
審
ど

お
り
」
と
な
る
申
出
の
減
少
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

支払基金の取組
〜審査結果理由の明確化〜

　支払基金では、審査結果の説明責任の観点から、査定または原審どおりとした理由を記載して

保険医療機関等からの適正なレセプト提出に向けた支援ならびに保険者等からの再審査請求減少

に向け、審査結果の具体的な理由を必ず記載することとしています。

　また、審査結果理由が的確に伝わることで業務の効率化に繋がるよう、曖昧な理由や不適切な

理由の記載の撲滅を目標に適切な理由記載に取り組んでいます。

さ
い
ご
に

月刊基金 September 202311



Topics

電
子
化
の
経
緯

　

訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
の
電
子
化
に
つ

い
て
は
、
全
国
の
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト
請
求
事
務

や
、
審
査
支
払
機
関
・
保
険
者
等
に
お

け
る
レ
セ
プ
ト
処
理
の
効
率
化
、
よ
り

質
の
高
い
医
療
・
看
護
の
実
現
に
向
け

た
レ
セ
プ
ト
情
報
の
利
活
用
（
介
護
保

険
分
野
と
合
わ
せ
た
訪
問
看
護
全
体
の

デ
ー
タ
分
析
、
地
域
医
療
や
在
宅
医
療

の
実
態
把
握
等
）
の
推
進
を
目
的
と
し
、

厚
生
労
働
省
及
び
関
係
機
関
に
お
い
て

平
成
28
年
か
ら
調
査
研
究
事
業
が
始
ま

り
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

　

支
払
基
金
で
は
令
和
３
年
度
か
ら
電

子
化
さ
れ
た
訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
を
オ

ン
ラ
イ
ン
で
請
求
で
き
る
仕
組
み
の
開

発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

電
子
化
の
概
要

訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
の
こ
れ
ま
で

と
こ
れ
か
ら

　

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
事
業
者

数
は
年
々
増
加
傾
向
に
あ
り
、
レ
セ
プ

ト
件
数
も
比
例
し
て
増
加
し
て
い
ま
す

（
図
１
）
が
、
レ
セ
プ
ト
情
報
が
電
子

デ
ー
タ
に
な
る
こ
と
で
、
レ
セ
プ
ト
情

報
・
特
定
健
診
等
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
N
D
B
）※
へ
訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
情

報
の
連
携
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

紙
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
請
求
で
は
困
難
で

あ
っ
た
デ
ー
タ
分
析
に
活
用
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
よ
り
充
実
し
た
デ
ー

タ
の
利
活
用
が
期
待
で
き
ま
す
。

※　

レ
セ
プ
ト
情
報
・
特
定
健
診
等
情
報

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
Ｎ
Ｄ
Ｂ
）
は
、
平
成

20
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
「
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」

に
基
づ
き
、
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作

成
、
実
施
及
び
評
価
の
た
め
の
調
査
や

分
析
な
ど
に
用
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と

し
て
、
レ
セ
プ
ト
情
報
及
び
特
定
健
診
・

特
定
保
健
指
導
情
報
を
格
納
・
構
築
し

て
い
る
も
の
で
す
。

訪問看護レセプトの
電子化に向けて

図１●支払基金における訪問看護取扱レセプト受付件数（総数）と訪問看護ステーション数（年間延べ数）の推移

　厚生労働省から、令和４年 12 月 28 日付で訪問看護レセプト（医療保険請求分）の電子化に
関する事務連絡が発出されました。これにより、今後訪問看護レセプトはオンライン請求を開
始する予定とされています。
　また、訪問看護レセプトのオンライン請求の開始に合わせて、訪問看護事業所におけるオン
ライン資格確認も利用可能となる予定です。

　本稿では、訪問看護レセプトの電子化の概要や再審査等請求の方法などを紹介します。

12月刊基金 September 2023
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て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
割
合
を
１
０

０
％
に
近
づ
け
て
い
く
た
め
の
ロ
ー
ド

マ
ッ
プ
」（
図
２
）
が
承
認
さ
れ
、
電
子

媒
体
で
の
請
求
を
廃
止
し
、
原
則
と
し

て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
請
求
が
義
務
化

さ
れ
ま
す
。

　

訪
問
看
護
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
化
を
推
進
す
る
た
め
、
電
子
化
開
始

時
点
か
ら
電
子
媒
体
で
の
請
求
は
行
わ

ず
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
み
の
取
扱
い

と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
月
遅
れ
分
の

請
求
等
で
紙
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
請
求
が

当
分
の
間
、
発
生
す
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

　

２
点
目
に
つ
い
て
、
支
払
基
金
に
お

け
る
審
査
で
は
、
電
子
請
求
の
訪
問
看

護
レ
セ
プ
ト
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
で
ほ
ぼ
す
べ
て
の
審
査
を
自
動
的
に

実
施
し
、
人
の
目
を
介
す
審
査
を
行
う

た
め
の
画
面
は
設
け
な
い
方
針
で
す
。

　

た
だ
し
、
特
に
審
査
が
必
要
と
な
っ

た
際
に
は
、
レ
セ
プ
ト
イ
メ
ー
ジ
の
画

像
デ
ー
タ
に
よ
り
請
求
内
容
を
確
認
す

る
仕
組
み
を
備
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
や

請
求
支
払
の
仕
組
み
に
関
し
て
は
医

科
・
D
P
C
・
歯
科
・
調
剤
の
電
子
レ

セ
プ
ト
と
同
様
の
方
法
で
処
理
を
行
え

る
よ
う
開
発
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

 

訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
の
電
子
化
の

概
要

　

訪
問
看
護
に
お
け
る
請
求
の
電
子
化

に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
審
議
会
医
療

保
険
部
会
※
等
で
開
発
方
針
が
定
め
ら

れ
、
支
払
基
金
で
は
こ
の
開
発
方
針
に

基
づ
き
開
発
を
進
め
て
い
ま
す
。
開
発

方
針
の
柱
と
し
て
次
の
２
点
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

※　

厚
生
労
働
省
に
設
置
さ
れ
て
い
る
審

議
会
の
一
つ
。

１　

訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
の
電
子
請

求
に
あ
た
っ
て
は
、
医
科
レ
セ
プ

ト
等
と
同
様
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
た
仕
組
み
で

行
う
。

２　

審
査
支
払
機
関
に
お
け
る
原
審

査
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
に

て
実
施
し
、
人
の
目
を
介
す
審
査

は
原
則
実
施
し
な
い
。

　

１
点
目
に
つ
い
て
、
医
科
・
D
P
C
・

歯
科
・
調
剤
の
レ
セ
プ
ト
は
既
に
電
子

請
求
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、

令
和
５
年
３
月
23
日
に
開
催
さ
れ
た
社

会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
に
お
い

出典：支払基金 HP 年度統計及び年報

図１●支払基金における訪問看護取扱レセプト受付件数（総数）と訪問看護ステーション数（年間延べ数）の推移

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2022年2021年
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Topics

す
。

　

な
お
、
訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
の
再
審

査
請
求
に
つ
い
て
は
、
紙
レ
セ
プ
ト
に

よ
る
請
求
と
な
り
ま
す
。

電
子
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
の
流
れ
と
審
査

　

訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
が
、
紙
請
求
か

ら
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
変
わ
る
こ
と
で
、

図
３
の
よ
う
に
処
理
が
変
更
と
な
り
ま

す
。 

　

紙
レ
セ
プ
ト
の
請
求
で
は
、
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
提
出
さ
れ
た
紙

レ
セ
プ
ト
の
請
求
内
容
を
支
払
基
金
に

お
い
て
目
視
で
審
査
し
、
審
査
決
定
し

た
請
求
支
払
金
額
を
手
作
業
で
入
力
す

る
流
れ
と
な
り
ま
す
。
審
査
の
過
程
で
、

請
求
に
不
備
が
あ
る
レ
セ
プ
ト
が
あ
っ

た
場
合
は
、
翌
月
に
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
返
戻
し
て
い
ま
し
た
。
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
不
備
を
訂
正
し
、

翌
月
以
降
に
再
請
求
す
る
こ
と
と
な
る

た
め
、
療
養
費
の
支
払
い
が
１
か
月
遅

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
で
は
、
請
求
時
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
す

ぐ
に
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
を
返
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
で
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
画
面
上

で
、
不
備
が
あ
る
レ
セ
プ
ト
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
請
求
期
間
内
で

あ
れ
ば
、
何
度
で
も
訂
正
し
て
再
請
求

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
請
求
事

務
作
業
の
効
率
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
支
払
基
金
に
お
い
て
も
、
紙

レ
セ
プ
ト
で
は
手
作
業
で
行
っ
て
い
た

請
求
支
払
金
額
の
入
力
業
務
が
、
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
自
動
的
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
開
始

さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
支
払
基
金
に
お

け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
後
の
レ
セ
プ
ト

振
替
・
分
割
に
つ
い
て
も
医
科
・

D
P
C
・
歯
科
・
調
剤
レ
セ
プ
ト
と
同

様
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
資
格
喪
失

後
受
診
の
レ
セ
プ
ト
の
減
少
や
、
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
レ
セ
プ
ト
を
返

戻
す
る
こ
と
な
く
、
資
格
を
有
す
る
保

険
者
へ
振
替
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
ま
す
。（
振
替
請
求
し
た
結
果
に
つ

い
て
は
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に

連
絡
し
ま
す
）

図２●オンライン請求の割合を100％に近づけていくためのロードマップ

出典：社会保障審議会医療保険部会資料
　　　（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230330/medical08_ref04.pdf）

14月刊基金 September 2023
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図３●訪問看護レセプト請求の流れ（例）

今後の
オンライン請求の流れ紙請求の流れ＜参考＞

医科等のオンライン請求の流れ

審査

目視確認

申出による返戻

資格による返戻

受付

紙受付

送付
持参

送付

請求支払

請求・支払

金額計算

画像取得

審査

画面審査は実施しない

申出による返戻

資格による返戻

受付

オンライン受付

オンライン

コンピュータ
チェック

資格確認

請求支払

オンラインにて送付

請求・支払

金額計算

電子レセプト

記
載
要
領
に
沿
わ
な
い

レ
セ
プ
ト
等
の
お
知
ら
せ
　

※

受
付
当
日
中

記
載
要
領
に
沿
わ
な
い
レ
セ
プ
ト
等
の
返
戻
　

※

翌
月

受付
ファイル

訪問看護
ステーション

紙レセプト

訪問看護
ステーション

紙
レセプト

請求関係
帳票

紙レセプト

紙を送付

オンライン

審査

画面審査

審査事務共助

受付

オンライン受付

オンライン

コンピュータ
チェック

資格確認

請求支払

オンラインにて送付

請求・支払

金額計算

電子レセプト

受付
ファイル

医療機関等

オンライン

レセ電コード
情報ファイル

等

請求関係
帳票

保険者等 レセ電コード
情報ファイル

等

請求関係
帳票

保険者等保険者等
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Topics

再
審
査
等
請
求
の
方
法

　

訪
問
看
護
レ
セ
プ
ト
の
電
子
化
以
降
、

レ
セ
プ
ト
の
電
子
デ
ー
タ
が
保
険
者
等

に
配
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

再
審
査
等
請
求
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

従
来
ど
お
り
紙
レ
セ
プ
ト
に
よ
り
申
出

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

電
子
レ
セ
プ
ト
の
受
取
り
形
態
が

「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
ま
た
は
「
電
子
媒
体
」

の
保
険
者
等
に
つ
い
て
は
、
レ
セ
プ
ト

デ
ー
タ
（
C
S
V
）
か
ら
紙
レ
セ
プ
ト

を
作
成
の
上
、
再
審
査
申
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
レ
セ
プ
ト
電
子
デ
ー
タ
提
供

事
業
※
に
よ
り
「
画
像
デ
ー
タ
」
を
取

得
し
て
い
る
保
険
者
等
は
、「
画
像

デ
ー
タ
」
を
紙
で
出
力
し
、
再
審
査
等

請
求
レ
セ
プ
ト
と
し
て
使
用
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。（
図
４
）

※　

レ
セ
プ
ト
電
子
デ
ー
タ
提
供
事
業
は
、

電
子
レ
セ
プ
ト
（
C
S
V
情
報
）
を
オ
ン

ラ
イ
ン
ま
た
は
電
子
媒
体
に
よ
り
電
子

で
受
領
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
保
険
者
等

で
あ
っ
て
、
C
S
V
情
報
以
外
の
付
加
的

な
デ
ー
タ
の
提
供
を
希
望
す
る
保
険
者

に
対
し
、「
画
像
デ
ー
タ
」
及
び
「
テ
キ

ス
ト
デ
ー
タ
」
を
提
供
す
る
事
業
で
す
。

図４●再審査等請求の方法

そ

い

レセプトの受取り形態に関わらず、訪問看護レセプトを再審査等請求した場合、その
後の処理は紙レセプトを原本として取り扱います。
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Topics

～訪問看護事業所におけるオンライン資格確認～

　訪問看護レセプトのオンライン請求の開始に合わせて、訪問看護事業所におけるオンライ
ン資格確認も利用可能となる予定です。

　訪問看護事業所のオンライン資格確認は、訪問看護レセプトのオンライン請求との一体的
な準備・導入のご案内を予定しているところであり、できるだけ効率的に導入を行うために、
訪問看護事業所で利用する機器や回線、電子証明書などは、オンライン資格確認とオンライ
ン請求で兼用できる予定としています。

　令和５年４月１日より原則義務化となった外来診療におけるオンライン資格確認は、顔認
証付きカードリーダーと呼ばれる、マイナンバーカードの読み取りと認証、診療情報・薬剤
情報・特定健診等情報の提供に関する同意を取得する専用機器を利用していましたが、訪問
看護事業所におけるオンライン資格確認では、モバイル端末（スマートフォン・タブレット・
ノートパソコン）を用いて、マイナンバーカードの読み取りと認証、診療情報・薬剤情報・
特定健診等情報の提供に関する同意を行える仕組みとしています。

　また、外来診療におけるオンライン資格確認では、患者が来院する都度、顔認証付きカー
ドリーダーを用いたマイナンバーカードの読み取りと認証等が必要でしたが、訪問看護にお
けるオンライン資格確認では、初回訪問時または契約時に医療関係者が持参したモバイル端
末により、マイナンバーカードの読み取りと認証等を行うことで、訪問看護計画等に基づく
継続的な訪問看護終了時まで資格情報、診療情報・薬剤情報・特定健診等情報の取得が可能
となります。２回目以降については、訪問看護の利用者特性を踏まえ、訪問看護の利用都度、
マイナンバーカードの暗証番号を入力することなく、利用者宅・施設の訪問前に資格の有効
性確認を行うことができる仕組みとしています。

　訪問看護事業所におけるオンライン資格確認を実施することによるメリットは、外来診療
のオンライン資格確認と同様に、オンラインで資格情報や薬剤情報等の閲覧が可能となり、
質の高い医療サービスの提供、業務効率化を実現します。また、利用者宅・施設の訪問前に
最新の保険資格の確認が可能となるため、利用者、訪問看護事業所の負荷軽減となる仕組み
となっています。

月刊基金 September 202317



医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け

　

高
校
で
数
学
や
物
理
の
成
績
が
良
か
っ

た
の
で
、
国
立
大
学
の
工
学
部
を
受
験
し

ま
し
た
が
、
三
重
県
立
大
学
の
医
学
部
も

受
け
て
お
こ
う
と
思
い
受
験
し
た
と
こ
ろ
、

両
方
と
も
合
格
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
を
選

ぶ
か
非
常
に
悩
み
ま
し
た
が
、
私
は
昭
和

23
年
生
ま
れ
の
団
塊
の
世
代
で
あ
り
、
当

時
の
三
重
県
立
大
学
医
学
部
は
定
員
が
40

名
の
と
こ
ろ
、
３
２
０
０
人
以
上
の
志
願

者
で
80
倍
を
超
え
る
よ
う
な
倍
率
で
し
た

の
で
、
倍
率
の
高
い
学
部
に
受
か
っ
た
と

い
う
こ
と
と
、
偶
然
近
所
に
、
後
に
三
重

県
立
大
学
の
学
長
に
な
ら
れ
た
私
の
恩
師

が
住
ん
で
お
り
、
そ
の
恩
師
の
勧
め
も
あ

り
、
医
学
部
に
入
学
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
外
科
医
に
憧
れ
て
、
総
合
病
院

に
研
修
へ
行
き
ま
し
た
。
半
年
ぐ
ら
い
簡

単
な
虫
垂
炎
な
ど
の
手
術
を
先
輩
医
師
が

教
え
て
く
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
肝
臓
の

機
能
と
か
心
電
図
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
内

科
的
な
知
識
が
医
師
に
は
必
要
だ
と
感
じ
、

先
輩
に
無
理
を
言
っ
て
、
内
科
で
の
研
修

を
始
め
ま
し
た
。

　

最
初
は
外
科
医
が
向
い
て
い
る
か
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
外
科
は
救
急
の
患

者
さ
ん
が
来
ら
れ
た
ら
、
寝
ず
に
手
術
や

治
療
を
行
う
の
で
、
頭
を
使
う
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
体
力
勝
負
で
し
た
。
内
科
医

は
、
様
々
な
文
献
を
読
ん
だ
り
、
医
局
で

知
識
を
得
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
い
っ
た

と
こ
ろ
が
私
に
は
向
い
て
い
る
と
感
じ
、

最
終
的
に
内
科
を
選
び
ま
し
た
。

　

内
科
の
中
で
も
消
化
器
内
科
を
選
ん
だ

理
由
は
、
指
導
し
て
く
れ
た
先
生
が
消
化

器
内
科
医
と
し
て
全
国
的
に
も
有
名
な
方

で
、
そ
の
先
生
か
ら
国
内
留
学
な
ど
、
い

ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

―
―
医
師
と
し
て
の
座
右
の
銘

　

技
術
、
知
識
と
人
間
性
、
そ
し
て
自
分

が
健
康
で
あ
る
こ
と
で
す
。

　

私
が
研
修
生
の
頃
、
大
学
の
教
授
に
、

「
医
療
人
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
健
康
で

あ
る
」
と
教
わ
り
ま
し
た
。
病
気
の
人
を

診
る
の
に
自
分
が
健
康
で
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。
ま
た
、
健
康
を
基
本
と
し
て
、
技

術
・
知
識
・
人
間
性
と
い
う
三
つ
の
要
素

が
重
な
っ
た
と
こ
ろ
が
医
療
従
事
者
の
目

指
す
と
こ
ろ
だ
と
い
う
こ
と
も
教
わ
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
今
で
も
心
に
留
め
、
私
が

医
療
人
と
し
て
目
指
さ
な
け
れ
ば
い
け
な

い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

保
険
者
・
医
療
機
関
・
審
査
委
員
と
の

相
互
理
解
を
深
め
て
調
和
を
保
つ

高た
か

瀬せ 

幸こ
う

次じ

郎ろ
う　

三
重
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

審査委員長に伺いました。

健康

技術

知識人間性

医療人が
目指すところ
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三
重
県
の
職
員
は
非
常
に
勉
強
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
勉
強
し
て
い
る
職

員
が
い
な
け
れ
ば
、
絶
対
に
審
査
は
う
ま

く
い
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

職
場
以
外
で
も
職
員
と
交
流
を
持
ち
、

適
正
な
審
査
を
し
て
い
く
た
め
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
を
議
論
し
、
切
磋
琢
磨
し

な
が
ら
、
お
互
い
の
足
り
な
い
と
こ
ろ
を

補
っ
て
い
く
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
形
の

審
査
を
今
後
も
大
い
に
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
こ
れ
か
ら
の
審
査
に
期
待
す
る
こ
と

　

A
I
を
導
入
し
て
か
ら
、
重
点
的
な
審

査
に
力
を
注
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の

で
、
患
者
さ
ん
、
保
険
者
、
医
療
機
関
の

こ
と
を
考
え
た
審
査
を
し
て
い
け
る
よ
う
、

今
後
の
発
展
を
期
待
し
ま
す
。

　

審
査
で
無
駄
な
医
療
費
を
で
き
る
だ
け

削
減
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大

事
で
あ
り
、
国
保
も
含
め
て
、
適
正
な
審

査
を
続
け
て
い
く
の
が
こ
の
審
査
委
員
会

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
在
宅
審
査
を
す
る
場
合
は
、
一

人
で
判
断
で
き
ず
に
迷
う
こ
と
が
多
々
あ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
在
宅
審
査

で
あ
っ
て
も
、
気
楽
に
事
務
局
の
職
員
と

　

ま
た
、
日
本
の
医
療
を
効
率
的
で
よ
り

良
く
す
る
た
め
に
も
適
正
な
審
査
を
す
る
、

と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
審
査
委
員
の

様
々
な
意
見
を
聞
き
、
話
し
合
っ
て
審
査

を
し
て
い
ま
す
。

―
―
保
険
者
、
医
療
機
関
と
の
調
整
で
留

意
さ
れ
て
い
る
こ
と

　

保
険
者
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
丁
寧

に
聞
い
て
、
で
き
る
だ
け
相
互
理
解
す
る

こ
と
が
一
番
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
、
全
国
的
な
審
査
の
統
一
を
目
指
し

て
い
ま
す
が
、
全
国
的
な
展
開
も
含
め
て

審
査
内
容
に
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

調
和
を
保
て
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。　

　

も
ち
ろ
ん
、
医
療
機
関
に
対
し
て
も
同

様
で
、
効
率
的
な
医
療
の
た
め
の
審
査
結

果
等
を
丁
寧
に
伝
え
て
、
医
療
現
場
の
先

生
方
に
も
十
分
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う

に
進
め
て
い
ま
す
。

―
―
職
員
と
の
交
流

　

審
査
委
員
も
、
審
査
で
判
断
に
迷
う
こ

と
や
、
経
験
の
な
い
こ
と
な
ど
も
多
々
あ

る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
時
に
、
か

ゆ
い
と
こ
ろ
に
手
が
届
く
よ
う
に
助
け
て

く
れ
る
の
が
職
員
で
す
。
ま
た
、
他
の
都

道
府
県
の
職
員
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、

審
査
委
員
と
し
て

―
―
審
査
委
員
に
な
り
感
じ
た
こ
と
は

　

30
年
以
上
審
査
委
員
を
務
め
て
き
ま
し

た
が
、
審
査
と
い
う
の
は
幅
が
広
い
で
す

し
、
医
学
的
な
問
題
と
、
審
査
の
取
決
事

項
を
い
か
に
う
ま
く
合
わ
せ
て
審
査
し
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
の
で
、

非
常
に
難
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

審
査
委
員
に
な
っ
て
も
、
や
は
り
様
々

な
分
野
で
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
が
出
て

き
ま
す
。
例
え
ば
、
自
分
の
行
っ
た
医
療

に
対
し
て
査
定
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
理
由

を
勉
強
す
る
こ
と
で
、
自
分
は
こ
の
検
査

が
必
要
だ
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
請
求
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
と
振
り
返
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
医
療
人
と
し
て
絶
え
間

な
く
、
知
識
を
積
み
重
ね
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

―
―
審
査
委
員
長
と
し
て
大
切
に
し
て
い

る
こ
と
は

　

審
査
委
員
は
、
経
験
豊
富
な
審
査
委
員

の
先
生
か
ら
、
新
し
く
審
査
委
員
に
な
ら

れ
た
先
生
ま
で
、
様
々
で
す
の
で
、
皆
さ

ん
が
そ
れ
ぞ
れ
適
正
な
審
査
を
し
て
い
け

る
よ
う
に
と
常
に
考
え
て
い
ま
す
。

や
り
取
り
を
し
て
審
査
が
で
き
る
よ
う
な

体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て

―
―
趣
味
や
健
康
を
保
つ
秘
訣
は

　

趣
味
は
、
海
外
旅
行
に
行
く
こ
と
と
、

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
を
聴
く
こ
と
で
す
。
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
、
今
も
盛
ん
に
Ｃ
Ｄ
を

集
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
作
曲
家
の
音
楽
を

聴
い
て
い
ま
す
。

　

海
外
旅
行
に
行
く
に
は
や
は
り
体
力
が

必
要
な
の
で
、
ス
ポ
ー
ツ
ジ
ム
に
行
っ
て
、

プ
ー
ル
で
泳
い
で
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
最
近
は
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
で
き
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
を
し

て
、
い
い
音
楽
を
聴
い
て
、
い
い
旅
行
が

で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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保険者からの再審査請求において
「原審どおり」となる事例の解説

淋菌性子宮頚管炎に対するセフトリアキソンナトリウム注射
薬の投与について

【支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）】（抜粋）
（公表日：平成29年9月25日）

○淋菌感染症の治療における第一選択薬として、セフトリアキソンナトリウム（ロセフィン）又
はスペクチノマイシン塩酸塩水和物（トロビシン）の注射薬の投与について

○取扱い
　淋菌感染症の治療における第一選択薬として、セフトリアキソンナトリウム（ロセフィン）又
はスペクチノマイシン塩酸塩水和物（トロビシン）の注射薬の投与は、原則として認める。

○取扱いを定めた理由
　性感染症診断・治療ガイドライン2016（2016年11月１日　日本性感染症学会誌第27巻　第１号）
において、淋菌感染症の治療にあっては、経口抗菌薬に関する耐性菌の問題が指摘されており、
注射薬である「セフトリアキソン（ロセフィン）」、「スペクチノマイシン（トロビシン）」の２剤
が有効とされている。
　保険医療機関及び保険医療養担当規則（以下「療養担当規則」という。） 第20条第４項のイに
「注射は、次に掲げる場合に行う。」とあり、⑴に「経口投与によって胃腸障害を起すおそれがあ
るとき、経口投与をすることができないとき、又は経口投与によっては治療の効果を期待するこ
とができないとき。」とある。
　このことから、淋菌感染症に対するセフトリアキソンナトリウム（ロセフィン）、スペクチノマ
イシン塩酸塩水和物（トロビシン）の投与は、経口抗菌薬に関する耐性菌の問題が指摘されてい
ることから、療養担当規則第20条第４項のイに合致していると考えられる。
　また、淋菌感染症は、頻度の高い性感染症であり、性行為による感染伝達率も高いことから、
適切な検査・適切な治療を行うことで感染拡大防止を図る必要があり、療養担当規則第20条第４
項のイの⑵「特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき。」にも合致していると考えられる。
　以上のことから、淋菌感染症の治療における第一選択薬として、セフトリアキソンナトリウム（ロ
セフィン）又はスペクチノマイシン塩酸塩水和物（トロビシン）の注射薬を投与することについ
ては、原則認められると判断した。

事 例

　本事例は、保険者からの再審査請求において「傷病名より、初診からのセフトリアキソンナト
リウム点滴用１ｇＶＴＲＳ生食100ｍL付の投与はいかがか。」との申出が行われた事例です。
　淋菌感染症の治療にあっては、性感染症診断・治療ガイドライン2016において、セフトリア
キソンナトリウム注射薬が有効とされており、淋菌感染症の発生頻度、感染伝達率は高いことか
ら、感染拡大防止を図る必要があります。
　淋菌性子宮頚管炎に対する第一選択薬としてのセフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇＶＴＲ
Ｓ生食100ｍL付の投与は、療養担当規則第20条第４項のイの⑵「特に迅速な治療の効果を期待
する必要があるとき」に合致しており、支払基金における審査の一般的な取扱い（医科）におい
て認められるとしていることから、本事例は原則として原審どおりとなりますので、再審査請求
の申出を行う場合はご留意ください。
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保険者からの再審査申出内容

　傷病名より、 初診からのセフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇＶＴＲＳ生食100ｍL付の投
与はいかがか。

原審どおりとなる理由

　淋菌感染症の治療にあっては、性感染症診断・治療ガイドライン2016において、経口抗菌薬
に関する耐性菌の問題が指摘されており、セフトリアキソンナトリウム注射薬が有効とされてい
ます。
　また、淋菌感染症は、発生頻度、感染伝達率が高いことから、感染拡大防止を図る必要があり
ます。
　本事例におけるセフトリアキソンナトリウム点滴用１ｇＶＴＲＳ生食100ｍL付の投与は、療
養担当規則第20条第４項イの ⑵「特に迅速な治療の効果を期待する必要があるとき」に合致し
ていると考えられることから、原審どおりとなります。
　なお、淋菌感染症に対するセフトリアキソンナトリウム注射薬の取扱いについては、支払基金
における「審査の一般的な取扱い（医科）」（公表日:平成29年９月25日）において、原則として、
認められる旨示しております。
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実
績
報
告
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限

　

令
和
５
年
度
の
報
告
期
限
は
令
和
５

年
11
月
１
日
（
水
）
で
す
。

　

支
払
基
金
で
は
、
毎
年
５
月
か
ら
実

績
報
告
デ
ー
タ
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。
例
年
、
報
告
期
限
間
近
に
実
績
報

告
を
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っ
た
結
果
、
受
付
エ
ラ
ー
や
資

格
エ
ラ
ー
が
発
生
し
報
告
期
限
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に
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や
、
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告
期
限
を
過

ぎ
て
か
ら
提
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さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
発
生

し
て
い
ま
す
。

　

エ
ラ
ー
発
生
に
伴
う
確
認
期
間
や
修

正
期
間
を
含
め
、
再
提
出
す
る
際
の
報

告
期
限
も
右
記
の
期
日
と
な
る
こ
と
を

勘
案
し
、
早
期
報
告
に
ご
協
力
願
い
ま

す
。

　

ま
た
、
実
績
報
告
デ
ー
タ
に
つ
い
て

は
複
数
回
の
提
出
（
差
替
え
）
が
可
能

で
す
。
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導

デ
ー
タ
が
全
件
揃
っ
て
い
な
い
段
階
で

も
、
早
期
に
初
回
提
出
を
行
う
こ
と
で
、

受
付
エ
ラ
ー
や
資
格
エ
ラ
ー
の
発
生
状

況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぜ

ひ
早
め
の
初
回
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
図
表
１
）

実
績
報
告
対
象
者

　

令
和
５
年
度
に
報
告
い
た
だ
く
対
象

者
に
つ
い
て
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日

時
点
の
加
入
者
で
あ
り
、
令
和
４
年
度

中
に
40
歳
以
上
74
歳
以
下
の
年
齢
に
達

す
る
者
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
者
に
つ
い
て
は
報
告
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

支払基金にて
実績報告受付開始

9月上旬時点での実績報告
データを初回提出

（受付エラー発生時）
データを修正し再提出
資格エラーの解消

9月以降に収集した
データも含めた

実績報告データの作成

実績報告データ
最終提出

令和5年5月1日   

特定健診・保健指導データの収集

9月上旬 9月上旬～中旬 9月下旬～10月初旬 10月中旬頃

全件揃っていない段階で一旦初回提出を
行い、受付エラーの発生状況を確認する。

9月以降に収集したデータを含めた最終提出。初回提出
を早めに行い、9月中にエラーを解消したため、最終提
出時のエラーが少なくスムーズに実績報告が可能となる。

・
令
和
４
年
度
中
に
お
け
る
加
入
又
は

脱
退
な
ど
の
異
動
者

（
令
和
５
年
３
月
31
日
付
の
退
職
者

（
令
和
５
年
４
月
１
日
資
格
喪
失
）
に

つ
い
て
は
報
告
対
象
と
な
り
ま
す
）

・
妊
産
婦
※

・
刑
事
施
設
、
労
役
場
、
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て
い

る
者
※

・
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者

・
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
相
当

な
期
間
継
続
し
て
船
舶
内
に
い
る
者

・
病
院
又
は
診
療
所
に
６
月
以
上
継
続

し
て
入
院
し
て
い
る
者

・
高
確
法
第
55
条
第
１
項
第
２
号
か
ら

第
５
号
ま
で
に
規
定
す
る
施
設
（
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
）に
入
所
又
は

入
居
し
て
い
る
者

※
年
度
途
中
で
の
妊
娠
・
刑
務
所
入
所
等
は
、
異
動

者
と
同
様
に
、
対
象
者
か
ら
除
外

　保険者におかれましては、高齢者の医療の確保に関する法律（以下「高確法」という。）及び高齢者の医
療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令に基づき、毎年度、支
払基金に対して当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告（以下「実績報告」
という。）を翌年度の11月１日までに報告することとされています。
　本報告が厚生労働省の実施する後期高齢者支援金の加算・減算制度に影響するものとなりますので、適正
なデータの早期提出にご協力願います。

図表１●早期提出のイメージ

特定健康診査等の実績報告
早期提出のお願い
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実
績
報
告
方
法

　

オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
電
子
媒
体（
Ｄ
Ｖ 

Ｄ
–
Ｒ
、
C
D
–
R
）
に
よ
り
報
告
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
電
子
媒
体
に
て
提
出
い
た
だ

い
て
い
る
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
月
刊

基
金
８
月
号
24
頁
に
て
ご
案
内
し
て
い

る
「
特
定
健
診
等
の
実
績
報
告
の
オ
ン

ラ
イ
ン
提
出
に
関
す
る
ご
案
内
」
も
ご

一
読
の
上
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ご
提
出

を
ご
検
討
く
だ
さ
い
。資格確認結果連絡書において「資格情報が存在しません。」の

エラー文言が印字されている場合、どうしたらよいですか。

実績報告データの再提出又は差し替えはどうしたらよいですか。

　　中間サーバーに登録されている①保険者番号 ②被保険者証等記号 ③被保
険者証等番号 ④枝番 ⑤生年月日のデータと実績報告データに記録された資格
情報に不一致が生じているため、ご確認ください。

　　エラーの修正に伴う「再提出」や報告データの追加・訂正等に伴う「差し
替え」を行う場合は、次の方法で提出してください。

オンラインによる提出 
「特定健診・保健指導システム」の操作手順書を参照の上、当該システムで提
出済の実績報告データを削除後、再度すべての実績報告データを提出願います。

電子媒体による提出 
「特定健診・特定保健指導実績報告データ電子媒体送付書」の提出種別「再提
出分」又は「差し替え分」のいずれかに〇をつけ、再度すべての実績報告デー
タを提出願います。

よ
く
あ
る
質
問

支払基金からの還元帳票

法
定
報
告
対
応

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
等
シ
ス
テ
ム
連
携
対
応

受付状況等 保険者の対応

実績報告受付エラー
連絡書

資格確認結果
連絡書

実績報告データ
受領書 受付完了

エラー内容の確認

中間サーバー及び
マイナンバー
登録・内容修正

実績報告再提出受付無効

オンライン資格
確認等システム
連携済

エラー箇所修正

オンライン資格
確認等システム
未連携

実績報告データの
資格情報を修正

資格確認エラー件数分

実績報告再提出
又は

オンラインに
よる随時提出

実績報告
再提出

資格確認
正当分

実績報告データと
中間サーバーの
記録の一致確認

受付エラー
無

受付エラー
有

特定健診データ
受領書

実績報告データの記録に
誤りがあった場合

中間サーバーの記録に誤りが
ある又はマイナンバーが

未登録の場合

●受領書・エラー連絡書等（還元帳票）に基づく確認のフロー図
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活用サイト・参考資料等のアドレス

支払基金ホームページ

●特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告に係るお知らせ
　https://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/tokuteikenshin/tokuteikenshin_01.html

厚生労働省ホームページ

●特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第3.2版）
　https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000735512.pdf

●保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する令和２年度以降に実施した
　特定健康診査等の実施状況に関する結果について
　https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000927220.pdf

特定健康診査等の実施状況に関する結果の報告に係る根拠法令
高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）
第百四十二条�　支払基金は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省

令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期
高齢者納付金等を徴収する業務及び同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収す
る業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令
（平成十九年厚生労働省令第百四十号）
第四十四条�　２　保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の末日における特定健康診査等の実施状況に関

する結果として厚生労働大臣が定める事項を、電子情報処理組織（保険者が使用する電子計算機（入
出力装置を含む。以下同じ。）と支払基金が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情
報処理組織をいう。）を使用する方法又は当該事項を記録した光ディスクその他の電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を提出する方法により、同年度の翌年度の
十一月一日までに報告しなければならない。
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information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

オンライン資格確認システムの導入状況

７月 ３日 令和５年４月診療分は対前年同月伸び率で確定件数 3.2%増加、確定金額 4.0%増加

７月理事会は７月31日に開催され、議題は次のとおりでした。

支払基金の人事異動

新職名	 	 前職名	
本　部　理事長特任補佐	 北波　　孝 本　部　経営企画部付

本　部　理事長特任補佐　　　　医療情報化推進役兼務	 三好　　圭 本　部　医療情報化推進役

本　部　経営企画部長　　　　審査支払システム共同開発準備室次長兼務	 芝　真理子 厚生労働省大臣官房人事課長補佐

●令和５年８月１日付

出典：厚生労働省HPより

議　題
　１　役員選任の認可

　２　支払基金改革の進捗状況

　３　議事
　　⑴　理事長特任補佐の辞職及び選任（案）
　　⑵　令和５事業年度社会保険診療報酬支払

基金事業計画及び保健医療情報会計収入
支出予算変更（案）

　４　報告事項
　　⑴　レセプト及び請求支払関係帳票の誤送

付状況
　　⑵　令和４事業年度前期高齢者特別会計等

の決算の承認

　５　定例報告
　　⑴　令和５年５月審査分の審査状況
　　⑵　令和５年６月審査分の特別審査委員会

審査状況
　　⑶　令和５年６月理事会議事録の公表
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